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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
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【公表番号】特表2017-507708(P2017-507708A)
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【年通号数】公開・登録公報2017-012
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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   1/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   6/03     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/055    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    1/04     ３７０　
   Ａ６１Ｂ    6/03     ３７７　
   Ａ６１Ｂ    6/03     ３６０Ｑ
   Ａ６１Ｂ    6/03     ３７５　
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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月11日(2018.10.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　解剖学的標的を視覚化するシステムであって、
　撮像されるべき領域の少なくとも部分を撮像する視野を有する撮像デバイスと、
　前記撮像デバイスから画像を受け取り、前記撮像デバイスからの複数の画像をつなぎ合
わせて、前記撮像されるべき領域の合成画像を生成するように構成される、画像処理モジ
ュールであって、前記合成画像は、実時間画像及び三次元モデルと位置合わせされる、画
像処理モジュールと、
　術前画像又は術中画像から生成される前記三次元モデルであって、前記撮像デバイスか
らの前記画像中に見えない前記撮像されるべき領域内の内部ボリュームの画像を含むこと
を特徴とする、前記三次元モデルと、
　前記合成画像に沿う１以上の位置で前記三次元モデルからの前記内部ボリュームの内部
ビューを表示のために生成するように構成される内部ビューモジュールとを含む、
　システム。
【請求項２】
　画像誘導モジュールに従って前記撮像デバイスを誘導するように構成されるロボットを
更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ロボットは、ある経路を横断するように構成され、前記内部ビューモジュールは、
前記経路が横断されるときに、表示のために前記内部ビューを生成するように構成される
、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記撮像されるべき領域は、隔離されるべき血管を含み、前記内部ビューは、焼灼され
るべき枝を明らかにする、請求項１に記載のシステム。
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【請求項５】
　前記内部ビューモジュールは、前記合成画像に沿って血管の断面を生成するように構成
される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記血管は、バイパス術における使用のための内胸動脈（ＩＭＡ）を含む、請求項５に
記載のシステム。
【請求項７】
　前記合成画像、実時間画像、又は前記合成画像に沿う１以上の選択的な地点での前記内
部ビューの画像のうちの２以上を同時に表示するように構成される、ディスプレイデバイ
スを更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記三次元モデルは、術前三次元血管造影スキャンを用いて生成される、請求項１に記
載のシステム。
【請求項９】
　請求項１に記載のシステムであって、
　プロセッサと、
　該プロセッサに結合されるメモリとを更に含み、該メモリは、前記三次元モデルと、前
記画像処理モジュールと、前記内部ビューモジュールとを含む、
　システム。
【請求項１０】
　前記実時間画像を収集するために画像誘導モジュールに従ってスコープを誘導するよう
に構成されるロボットを更に含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ロボットは、ある経路を横断するように構成され、前記内部ビューモジュールは、
前記経路が横断されるときに、表示のために前記内部ビューを生成するように構成される
、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記撮像されるべき領域は、隔離されるべき血管を含み、前記内部ビューは、焼灼され
るべき枝を明らかにする、請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記内部ビューモジュールは、前記合成画像に沿って血管の断面を生成するように構成
される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記血管は、バイパス術における使用のための内胸動脈（ＩＭＡ）を含む、請求項１３
に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記合成画像、実時間画像、又は前記合成画像に沿う１以上の選択的な地点での前記内
部ビューの画像のうちの２以上を同時に表示するように構成される、ディスプレイデバイ
スを更に含む、請求項９に記載のシステム。
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